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民
法
の
成
年
年
齢

引
下
げ
に
よ
る
問
題

　

平
成
30
年
に
成
立
し
た
民

法
の
成
年
年
齢
を
20
才
か
ら

18
才
に
引
き
下
げ
る
法
律
が

来
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
。
18
才
、
19
才
の
未
成

年
者
取
消
権
が
な
く
な
る
事

を
意
味
す
る
。
こ
の
取
消
権

は
契
約
時
に
未
成
年
者
で
あ

る
と
い
う
事
の
み
で
契
約
を

白
紙
に
で
き
、
悪
質
業
者
の

被
害
か
ら
守
る
機
能
が
あ
っ

た
が
18
才
の
成
年
年
齢
に
よ

り
被
害
者
の
増
加
が
危
惧
さ

れ
て
い
る
。
若
者
の
消
費
者

被
害
の
典
型
例
は
マ
ル
チ
取

引
、
医
療
・
美
容
関
係
契
約

等
で
、
大
学
の
サ
ー
ク
ル
や

新
た
な
就
職
先
の
仲
間
等
で

の
勧
誘
被
害
が
み
ら
れ
る
。

被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
平

成
30
年
に
消
費
者
契
約
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
社
会
生

活
上
の
経
験
不
足
を
不
当
に

利
用
す
る
勧
誘
（
不
安
を
あ

お
る
告
知
、
恋
愛
感
情
等
に

乗
じ
た
関
係
の
濫
用
等
）
に

よ
る
契
約
の
取
消
権
を
創
設

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定

で
救
済
さ
れ
る
事
例
は
少
な

い
の
で
、
消
費
者
委
員
会
で

も
喫
緊
の
課
題
と
し
新
た
な

救
済
措
置
の
法
整
備
を
要
請

し
て
い
る
。


